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開
－
ッ
倒
産
法
の
改
正
－
ボ
ン
基
本
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石

1

明

トイツ倒産法の改正とボン基本法

第第第第
四三二一
も　 カ　 も　 も
早早早早・

結居郵序
語住便説
　義の
　務制
　　限

第
一
章
　
序
説

　
わ
が
国
に
お
い
て
破
産
法
の
問
題
を
憲
法
的
視
野
か
ら
照
射
し
た

も
の
と
し
て
破
産
宣
告
手
続
が
決
定
手
続
で
あ
る
こ
と
の
合
憲
性
を

め
ぐ
る
最
高
裁
判
例
が
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
判
批
が
み
ら
れ
る
に

　
　
（
1
）

す
ぎ
な
い
。
そ
れ
以
外
に
破
産
法
の
問
題
が
憲
法
的
観
点
か
ら
問
題

視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
七

九
号
六
〇
頁
に
「
ド
イ
ツ
倒
産
法
と
破
産
法
の
郵
便
制
限
」
と
題
す

る
一
文
を
掲
載
し
て
、
破
産
者
に
対
す
る
郵
便
制
限
の
憲
法
問
題
を

論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
情
況
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
日
本
に
お
け
る
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
七
五
年
当
時
、
破
産
手
続
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

違
憲
の
疑
間
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
一
九
八
六
年
、

＞
3
ヨ
が
「
破
産
手
続
に
お
け
る
若
干
の
憲
法
上
の
問
題
）
＞
霧
－

鷺
≦
餌
三
＄
℃
8
σ
一
〇
ヨ
Φ
α
①
ω
内
o
旨
脚
＝
あ
く
震
貯
げ
お
冨
ヨ
＜
R
犠
霧
－

ω
一
注
暢
お
9
象
3
霧
ω
8
ケ
け
．
．
」
と
題
す
る
学
位
論
文
を
出
版
し
た

が
、
こ
れ
と
て
も
ド
イ
ツ
に
お
け
る
前
記
の
伝
統
的
状
況
を
な
ん
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

変
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
以
下
ω
＜
R
お

と
略
す
）
は
、
唯
一
ド
イ
ツ
旧
破
産
法
（
以
下
K
O
と
略
す
）
四
五

条
の
規
定
を
基
本
法
（
以
下
G
G
と
略
す
）
六
条
一
項
違
反
の
故
を
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も
っ
て
、
一
九
六
八
年
七
月
二
四
日
の
決
定
で
無
効
と
判
示
し
た
の

　
（
5
）

で
あ
る
。
K
O
四
五
条
は
「
破
産
者
の
妻
は
、
婚
姻
中
取
得
し
た
物

を
、
そ
れ
を
破
産
者
の
費
用
に
お
い
て
取
得
し
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
証
明
し
た
場
合
に
限
り
、
取
戻
請
求
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い

た
。
K
O
四
五
条
以
外
に
も
憲
法
上
合
憲
性
が
疑
問
に
な
る
規
定
が

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
諸
規
定
の
ω
＜
R
お

の
憲
法
違
反
無
効
の
判
断
を
引
出
す
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ω
2
昌
大
学
の
O
Φ
浮
巽
祭
教
授
は
以
下
に

お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
新
倒
産
法
（
『
ω
o
一
話
目
o
巳
口
＝
昌
鵬
ー
以
下

ヨ
ろ
と
略
す
f
）
の
立
法
に
あ
た
り
、
従
来
提
唱
さ
れ
た
憲
法

問
題
を
い
か
な
る
範
囲
で
立
法
者
が
検
討
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
る
。
彼
は
特
に
重
要
な
問
題
を
四
つ
の
論
点
に
絞
っ

て
検
討
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
郵
便
の
制
限
、
第
二
は
居

住
地
制
限
、
第
三
は
説
明
義
務
、
第
四
は
配
遇
者
の
処
遇
で
あ
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
第
一
、
第
二
の
問
題
に
限
定
し

て
、
順
次
そ
の
論
旨
を
紹
介
し
て
、
日
本
の
破
産
法
に
つ
い
て
同
様

の
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的

で
あ
る
。

（
1
）
中
野
貞
一
郎
「
倒
産
手
続
と
憲
法
的
保
障
ω
」
『
新
倒
産
判
例

百
選
』
〔
1
事
件
〕
九
頁
（
有
斐
閣
、
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
六
号
、

平
成
二
年
）
、
同
『
民
事
手
続
の
現
在
問
題
』
二
七
頁
以
下
（
判
例

　
タ
イ
ム
ズ
社
、
平
成
元
年
）
お
よ
び
斎
藤
H
麻
上
H
林
屋
編
『
注
解

破
産
法
』
下
巻
二
六
頁
以
下
（
青
林
書
院
、
第
三
版
、
平
成
一
一

年
）
、
及
び
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
文
献
参
照
。

（
2
）
　
本
稿
は
、
≦
巴
侍
R
O
o
昌
碧
身
弘
霧
2
語
＝
巽
9
葺
曽
庶
9
ヨ

　
仁
昌
α
く
醇
富
鴇
¢
昌
蕩
お
o
算
、
、
“
O
霊
昌
α
話
o
葺
＜
①
二
〇
9
信
ロ
ぬ
o
⇒
σ
巴

α
霞
N
名
き
膓
ぎ
房
賃
9
ざ
＝
頓
、
国
＝
8
日
鼠
お
蜜
0
0
●
ミ
睦
に
負
う

　
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
3
）
の
轟
。
F
勾
呂
Φ
鞠
二
。
窃
一
。。
㎝
。

（
4
）
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
に
お
い
て
固
窃
撃
R
教
授
の
指
導
で

作
成
さ
れ
た
学
位
論
文
で
あ
る
。

（
5
）
ω
く
①
蔑
O
国
鐸
一
。
畦
噛
。

第
二
章
　
郵
便
の
制
限

　
K
O
一
二
一
条
一
項
は
、
破
産
裁
判
所
の
命
じ
た
郵
便
の
制
限
を

規
定
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
①
郵
便
局
、
電
報
局
は
破
産
裁
判

所
の
命
令
に
よ
り
破
産
者
に
あ
て
ら
れ
た
す
べ
て
の
小
包

（
ω
窪
9
轟
魯
）
、
手
紙
（
卑
8
8
）
及
び
電
報
（
0
8
窃
3
窪
）

を
管
財
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
管
財
人
は
そ
れ
ら
を

開
封
す
る
権
限
を
有
す
る
。
③
破
産
者
は
そ
の
内
容
が
破
産
財
団
に
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関
す
る
も
の
で
は
な
い
と
き
、
そ
れ
ら
の
閲
覧
及
び
引
渡
を
請
求
で

き
る
。
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
こ
で
の
こ
の
郵
便
の
制
限
は
、
「
信

書
の
秘
密
、
な
ら
び
に
郵
便
お
よ
び
電
気
通
信
の
秘
密
は
、
不
可
侵

で
あ
る
」
と
す
る
G
G
一
〇
条
一
項
の
基
本
権
を
侵
害
し
な
い
か
と

　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
う
点
が
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

特
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
私
的
郵
便
物
も
破
産
管
財
人
に
引
渡
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
、
憲
法
上
の
比
例
原
則
か
ら
み
て
問
題
が
な
い
か

　
　
　
　
　
（
3
）

と
い
う
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
こ
れ
に
対
し
て
ω
く
震
お
は
一
九
八
六
年
六
月
六
日
の
決
定
に

お
い
て
K
O
一
二
一
条
は
合
憲
で
あ
っ
て
違
憲
の
疑
問
の
余
地
の
な

い
規
定
で
あ
る
旨
判
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
見
解
が
判
例
・
学

説
の
多
数
説
で
は
あ
る
。
し
か
し
K
O
二
二
条
の
合
憲
性
を
出
発

　
　
　
　
　
（
5
）

点
と
し
な
が
ら
も
比
例
原
則
と
い
う
憲
法
原
則
か
ら
み
て
破
産
裁
判

所
が
要
件
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
原
則
と
し
て

（
8
耳
ぎ
①
日
農
蒔
）
郵
便
制
限
を
課
し
て
い
な
い
と
い
う
取
扱
い
が

　
　
　
　
（
6
）

な
さ
れ
て
い
た
。

　
冒
ω
〇
九
九
条
は
以
下
の
ご
と
く
規
定
し
て
い
る
（
吉
野
n
木
川

共
訳
・
東
海
法
学
一
八
号
九
〇
～
九
一
頁
に
よ
る
）
。

第
九
九
条
【
郵
便
の
制
限
】

①
　
債
権
者
〔
前
掲
訳
で
は

「
債
務
者
」
と
さ
れ
て
い
る
が
債
権

　
者
と
訳
す
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
、
本
稿
で
は
「
債
権
者
」
と
訂

　
正
し
た
〕
に
と
っ
て
不
利
な
債
務
者
の
法
律
的
行
為
を
明
ら
か

　
に
し
又
は
回
避
す
る
た
め
に
必
要
と
思
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、

　
倒
産
裁
判
所
は
、
倒
産
管
財
人
の
申
立
て
に
基
づ
き
又
は
職
権

　
に
よ
り
、
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
っ
て
債
務
者
に
対
す
る
特

　
定
又
は
全
部
の
郵
便
物
を
管
財
人
に
送
付
す
べ
き
旨
を
命
じ
る
。

　
こ
の
命
令
は
、
個
々
の
事
案
の
特
別
な
事
情
に
よ
り
命
令
の
目

　
的
を
侵
す
こ
と
に
な
ら
な
い
限
り
は
、
債
務
者
の
審
尋
の
後
に

　
こ
れ
を
お
こ
な
う
。
事
前
に
債
務
者
の
尋
問
が
お
こ
な
わ
れ
な

　
い
と
き
は
、
決
定
に
お
い
て
特
別
に
そ
の
理
由
を
付
し
、
か
つ
、

　
後
に
遅
滞
な
く
審
尋
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑭
　
管
財
人
は
、
管
財
人
に
送
付
さ
れ
た
郵
便
物
を
開
封
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
内
容
が
倒
産
財
団
に
関
係
し
な
い
郵
便
物
は
、

　
債
務
者
に
対
し
て
遅
滞
な
く
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

　
の
他
の
郵
便
物
は
、
債
務
者
が
こ
れ
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

㈹
　
郵
便
制
限
の
命
令
に
対
し
て
は
、
債
務
者
は
、
即
時
抗
告
を

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
は
、
命
令
の
要
件
が
欠
鋏
す
る

　
限
り
に
お
い
て
、
管
財
人
を
審
尋
し
た
後
に
そ
の
命
令
を
取
消

　
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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改
正
法
立
法
者
は
、
比
例
原
則
を
考
慮
し
て
新
倒
産
法
に
お
い
て

K
O
二
二
条
一
項
の
制
限
的
解
釈
を
前
提
に
し
た
規
定
を
お
い
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
冒
ω
〇
九
九
条
一
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
債

権
者
が
倒
産
者
に
よ
る
債
権
者
に
不
利
益
な
法
的
行
為
を
明
ら
か
に

す
る
か
、
あ
る
い
は
回
避
す
る
た
め
に
必
要
と
思
わ
れ
る
限
り
に
お

い
て
倒
産
裁
判
所
は
、
郵
便
の
制
限
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
て
い
る
。
立
法
者
意
思
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
制
限
を
認
め
る

に
足
る
だ
け
の
理
由
が
な
い
場
合
に
は
、
右
受
取
制
限
は
許
さ
れ
な

　
　
　
　
（
7
）

い
こ
と
に
な
る
。
K
O
と
ぎ
ω
O
の
相
違
は
原
則
と
例
外
と
が
逆
転

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
郵
便
制
限
の
命
令
の
要
件
の
存
否
に
つ
い

て
は
、
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
特
に
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
け
だ
し
郵
便
の
制
限
は
、
倒
産
者
の
私
的
生
活
領
域
へ
の
重
大

な
侵
害
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
K
O
に
お
い
て
は
、
郵
便
等

が
破
産
財
団
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
証
明
責
任
は
破
産
者

が
負
担
す
る
。
こ
れ
に
対
し
冒
ω
○
で
は
そ
れ
が
財
団
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
責
任
は
管
財
人
が
負
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
加
え
て
、
倒
産
裁
判
所
は
郵
便
制
限
を
命
じ
る
決
定
に
対
し
て
は
、

理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
一
蕊
〇
九
九
条

　
　
（
8
）

一
項
一
文
）
。
新
法
で
あ
る
ぽ
ω
O
の
規
定
は
旧
法
で
あ
る
K
O
の

規
定
と
比
較
す
れ
ば
通
信
の
秘
密
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
、

は
る
か
に
進
歩
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
だ
が
し
か
し
そ
の
新
倒
産
法
の
規
定
の
仕
方
に
も
全
く

問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
そ
の
規
定
の
仕
方
は
、
例

え
ば
裁
判
所
は
、
適
切
で
あ
り
（
適
切
性
の
原
則
）
、
必
要
で
あ
る

（
必
要
性
の
原
則
）
郵
便
の
制
限
を
、
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
手

段
と
目
的
の
関
係
か
ら
み
て
、
比
例
性
に
反
す
る
た
め
に
拒
否
で
き

る
（
狭
義
の
比
例
性
）
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
か
ら

で
あ
る
。
O
①
浮
巽
葺
が
こ
こ
で
挙
げ
て
い
る
例
示
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
宝
石
商
の
倒
産
に
あ
た
り
、
右
宝
石
商
が

五
〇
D
M
の
価
値
の
銀
製
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
そ
の
友
達
に
贈
与
し
た
こ

と
に
つ
き
手
掛
か
り
が
存
す
る
場
合
は
ど
う
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

債
権
者
の
利
益
を
は
か
る
た
め
に
右
銀
製
ネ
ッ
ク
レ
ス
の
所
在
に
つ

い
て
知
る
た
め
に
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
検
査
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
あ
っ

て
も
、
狭
義
の
比
例
性
に
反
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
倒
産
裁
判

所
は
、
郵
便
の
制
限
命
令
の
発
令
を
拒
否
で
き
な
け
れ
ば
お
か
し
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
同
教
授
の
批
判
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

当
該
制
限
が
不
適
切
、
不
必
要
で
あ
る
か
狭
義
の
比
例
性
に
欠
け
る

と
思
わ
れ
る
場
合
に
郵
便
制
限
の
命
令
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
解
釈

が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
な
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
適
切
且
つ
必
要
で
は
あ
っ
て
も
、
狭
義
の
比
例
性
が

な
い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
ま
で
制
限
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
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に
な
る
が
、
こ
れ
は
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
が
O
震
3
こ
け
の
見
解

で
あ
る
。
郵
便
制
限
で
適
切
且
つ
必
要
な
場
合
、
比
例
性
と
は
無
関

係
に
制
限
を
許
可
す
る
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
許
可
が
適
切

且
つ
必
要
な
場
合
で
も
比
例
性
が
欠
け
れ
ば
不
許
可
と
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
新
法
に
よ
れ
ば
、
郵
便
制
限
の
決
定
は
債
務
者
に
送
達
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
郵
便
制
限
の
命
令
に
対
し
て
は
即
時
抗
告
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
九
九
条
三
項
）
。
九
九
条
一
項
二
文
は
原
則

と
し
て
債
務
者
の
事
前
審
尋
を
要
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
し

か
し
郵
便
の
制
限
の
許
可
前
に
債
務
者
が
審
尋
さ
れ
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
少
な
く
と
も
債
務
者
は
郵
便
の
制
限
を
知
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
る
。

　
郵
便
の
制
限
の
許
可
前
に
原
則
と
し
て
債
務
者
を
審
尋
す
べ
き
裁

判
所
の
義
務
を
認
め
る
こ
と
、
且
つ
事
前
審
尋
が
で
き
な
い
場
合
は

事
後
に
遅
滞
な
く
審
尋
を
す
べ
き
旨
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新

倒
産
法
は
、
G
G
一
〇
三
条
一
項
の
法
的
審
問
請
求
権
を
保
証
し
て

い
る
。
こ
の
点
で
G
G
一
〇
三
条
一
項
の
法
的
審
問
請
求
権
と
の
関

係
で
新
倒
産
法
の
郵
便
の
制
限
に
つ
い
て
憲
法
問
題
は
生
じ
な
い
も

の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
以
上
に
述
べ
た
ド
イ
ツ
法
の
問
題
点
を
わ
が
国
の
現
行
破

産
法
に
引
直
し
て
考
え
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

私
は
前
掲
判
タ
の
論
稿
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と

を
紹
介
し
て
結
論
に
代
え
た
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
我
が
国

の
現
行
破
産
法
一
九
〇
条
は
以
下
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。
1
中

略
　
　
破
産
法
一
九
〇
条
第
一
項
は
K
O
一
二
一
条
第
二
項
が
郵
便

等
の
制
限
を
『
裁
判
所
の
命
令
』
に
か
か
ら
し
め
た
こ
と
よ
り
も
よ

り
厳
し
い
規
定
内
容
で
あ
っ
て
、
ま
ず
一
方
で
裁
判
所
が
郵
便
物
等

の
管
財
人
へ
の
配
達
を
嘱
託
す
る
こ
と
を
『
要
ス
』
と
の
原
則
を
規

定
し
、
他
方
で
は
例
外
と
し
て
第
三
項
で
郵
便
の
制
限
の
解
除
に
つ

い
て
規
定
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
ボ
ン
基
本
法
一
〇
条
一

項
に
あ
た
る
日
本
国
憲
法
一
二
条
第
二
項
後
段
の
通
信
の
秘
密
の
保

護
と
の
関
係
か
ら
み
て
、
破
産
法
一
九
〇
条
の
郵
便
等
の
制
限
に
関

す
る
原
則
と
例
外
を
冒
ω
〇
九
七
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
逆
転
さ

せ
る
こ
と
が
、
破
産
者
の
通
信
の
秘
密
を
よ
り
よ
く
保
護
す
る
結
果

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
通
信
の
秘
密
の
保
護
と
い
う

観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
『
ω
〇
九
九
条
の
規
定
は
配
慮
の
行
届
い

た
立
法
と
し
て
評
価
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。

　
な
お
、
斎
藤
秀
夫
H
麻
上
正
信
編
『
注
解
破
産
法
』
九
二
二
頁

（
青
林
書
院
、
改
訂
第
二
版
、
一
九
九
四
年
）
〔
青
田
長
太
郎
執
筆
〕

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
「
い
わ
ゆ
る
信

書
の
秘
密
は
憲
法
及
び
刑
法
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
憲
二
一

条
、
刑
二
壬
二
条
）
が
、
本
条
は
そ
の
例
外
規
定
で
あ
っ
て
、
破
産
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裁
判
所
の
み
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
信
書
お
よ
び
電
報
の
秘
密
の
侵
害
は
、
破
産
者
に
苦
痛
を
与

え
る
こ
と
に
な
る
が
、
破
産
管
財
人
は
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を

も
っ
て
破
産
財
団
を
管
理
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
の
職
務
を
全
か
ら

し
め
る
た
め
で
あ
る
（
一
六
四
条
）
。
」
と
す
る
。
こ
の
記
述
は
上
記

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
い
う
の

が
私
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。

　
な
お
、
民
事
再
生
法
七
三
条
は
、
第
一
項
で
裁
判
所
に
よ
る
郵
便

物
の
制
限
の
嘱
託
に
つ
い
て
、
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
、

第
二
項
で
再
生
債
務
者
の
申
立
て
又
は
職
権
に
よ
る
嘱
託
の
取
消
・

変
更
つ
い
て
規
定
す
る
。
こ
れ
は
破
産
法
一
九
〇
条
の
「
要
ス
」
と

比
較
す
れ
ば
制
限
が
「
嘱
託
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
か
ら
嘱
託
を
裁
量

的
に
し
て
い
る
点
で
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
第
二
項
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
制
限
が
職
権
に
よ
り
取
消
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
再
生
債
務

者
が
嘱
託
の
必
要
性
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
を
負
う
こ

と
に
な
る
と
解
さ
れ
る
点
で
ま
だ
問
題
を
含
む
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。

（
1
）
　
言
ろ
一
〇
二
条
で
も
こ
の
点
改
正
さ
れ
て
い
な
い
。

（
2
）
O
轟
。
ぎ
力
鳳
一
紹
震
一
。
拐
一
〇。
㎝
」
o
。
9
一
〇
〇
〇
ど
鑛
民
↓
ω

　
一
〇
認
」
曽
」
謡
は
K
O
一
二
一
条
二
項
に
よ
る
郵
便
物
受
渡
し
の

制
限
の
取
消
要
件
は
、
就
中
G
G
一
〇
条
か
ら
演
繹
さ
れ
る
旨
判
示

　し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鼠
紹
震
＼
≦
3
9
内
O
o。
。
＞
亀
r

一
雪
G
。
』
旨
一
＞
仁
ヨ
、
年
。
は
、
G
G
一
〇
条
に
言
及
し
て
い
な
い
。

　
】
≦
帥
仁
昌
N
＼
O
母
眞
＼
＝
R
N
o
堕
O
の
一
㊤
お
）
＞
霊
一
〇
菊
α
目
。
昭
、
は
、

　KO

一
二
一
条
に
対
す
る
憲
法
上
の
疑
義
を
提
起
し
て
い
な
い
。

（
3
）
O
轟
。
F
肉
鳳
一
Φ
鴨
二
零
㎝
」
。
。
9
一
〇。
9

（
4
）
N
昭
お
。。
9
一
G。
G。
。
」
G。
o。
S

（
5
）
〇
一
〇
内
α
ぎ
N
弓
一
〇
。。
①
①
㎝
。
。
）
臼
曾
〇
一
〇
2
き
ヨ
ど
彊
N
弓

　一

〇
〇
G
。
」
㎝
お
し
㎝
謡
N
ξ
℃
o
ω
房
冨
『
お
轟
9
ゆ
①
＞
げ
ω
』
Z
『
』
α
R

　
O
o
ω
9
＞
α
四
ヨ
噛
＞
島
鴨
≦
餌
巨
樽
o
℃
『
o
σ
一
〇
目
o
α
o
ω
内
o
昌
屏
ξ
ω
＜
震
－

　
貯
ぼ
窪
ω
ぎ
＜
R
貯
ω
ω
q
β
臓
ω
『
Φ
9
二
一
〇
び
R
ω
一
〇
辟
。
∪
一
ω
ω
」
O
oo
9
ω
。

一
〇
隷
“
8
N
参
照
。
な
お
、
℃
o
ω
辞
8
震
お
に
関
す
る
反
対
説
と
し

　
て
は
、
ω
ヨ
箆
＼
N
①
⊆
口
雪
の
8
ρ
ド
＞
亀
一
．
遍
O
力
α
目
』
9
＝
餌
餌
雫

　
ヨ
①
凶
R
＼
≦
葺
N
ぎ
＼
男
驚
簿
霞
O
①
ω
ρ
ω
。
＞
⊆
顕
諭
㎝
力
α
目
南
“
が
あ

　
る
。

（
6
）
　
○
ピ
O
Oo
お
ヨ
睾
N
昭
一
〇
〇
蝉
一
胡
刈
）
一
胡
曾
［
O
ω
ε
洋
淫
誹

　国

≦
菊
一
〇
〇
。
9
一
一
ミ
（
ω
巴
N
）
“
℃
碧
o
国
≦
菊
一
〇
旨
」
曽
9
旨
一
9

　
内
仁
『
乏
d
三
窪
び
霊
臭
国
ρ
＝
）
＞
鼠
一
●
』
旨
ザ
勾
α
目
」
お
よ
び

同
所
引
用
文
献
参
照
。
さ
ら
に
田
畠
ヨ
き
口
　
ぎ
　
O
o
簿
毛
巴
貸

　冒

ω
○
一
お
昌
N
お
3
房
－
＝
蝉
口
α
び
⊆
o
戸
這
8
Ψ
G
o
一
菊
α
窮
。
曽
’
こ
れ
に

対
し
て
K
O
の
立
法
者
は
、
破
産
裁
判
所
に
裁
量
判
断
を
認
め
な
か

　
っ
た
。
右
立
法
者
は
、
K
O
一
二
一
条
二
項
に
よ
る
℃
o
ω
房
幕
霞
①

　
の
変
更
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
い
し
は
す
べ
て
の
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書
簡
を
閲
覧
し
、
且
つ
私
的
な
通
信
を
引
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
破
産

者
の
利
益
は
十
分
保
護
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点

　
に
つ
い
て
は
、
］
≦
o
ロ
語
ψ
ω
畠
H
＝
餌
『
P
　
U
一
Φ
臓
Φ
鐙
ヨ
竃
昌

家
讐
①
ユ
①
一
一
讐
窪
力
①
一
9
巴
仁
ω
二
N
鳴
ω
①
欝
①
P
合
ω
α
こ
題
讐
①
雫

　
一
〇
一
一
窪
N
ξ
国
o
昌
パ
ξ
ω
o
こ
⇒
仁
⇒
臓
」
O
o
o
o
一
ふ
己
ε
を
参
照
。

（
7
）
ω
①
讐
言
身
夷
N
仁
ヨ
O
①
ω
。
辞
N
雰
牙
ξ
貼
α
霞
ω
琶
－

　
α
①
ω
お
鴨
Φ
歪
昌
堕
ω
↓
6
毎
葵
ω
蝉
o
冨
誌
＼
曽
蕊
一
ω
」
お
。

（
8
）
内
昌
ミ
⊂
三
窪
σ
≡
良
国
ρ
＝
，
＞
亀
r
暫
曽
Ψ
カ
α
員
μ
参

　照。

こ
れ
に
よ
る
法
規
が
裁
判
に
理
由
を
付
す
る
こ
と
を
要
求
し
な

　
い
か
ぎ
り
、
℃
o
ω
叶
沼
震
話
の
命
令
は
事
実
上
原
則
と
し
て
出
さ
れ

　
る
結
果
に
な
る
と
さ
れ
る
。

（
9
）
O
①
昌
四
a
辞
も
■
P
O
：
oっ
。
。。
。
。

第
三
章
　
居
住
義
務

　
G
G
一
一
条
一
項
は
ド
イ
ツ
国
民
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け

る
移
転
の
自
由
（
宰
虫
注
笹
讐
Φ
こ
を
有
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。

移
転
の
自
由
権
は
法
律
に
よ
っ
て
の
み
制
限
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る

（
同
条
二
項
）
。
例
え
ば
G
G
一
一
条
二
項
に
よ
れ
ば
疫
病

（
ω
①
⊆
9
窪
鴨
富
ぼ
）
、
自
然
災
害
（
Z
9
ε
詩
簿
器
q
8
箒
⇒
）
の

危
険
の
回
避
、
犯
罪
行
為
の
予
防
等
、
特
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
制
限
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
移
転
の
自
由
は
ド
イ
ツ
国
民
が

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
内
の
い
ず
れ
の
場
所
に
お
い
て
も
住
居
な
い
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

住
所
を
定
め
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
K
O
一
〇
一
条

一
項
に
よ
れ
ば
、
破
産
者
は
、
そ
の
住
所
か
ら
裁
判
所
の
許
可
が
あ

る
と
き
に
限
り
離
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、

同
規
定
は
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
た
移
転
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の

　
（
2
）

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
同
条
は
立
法
者
意
思
に
よ
る
と
破
産
者

が
手
続
上
負
担
す
る
義
務
の
履
行
の
恣
意
的
解
怠
を
防
止
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
目
的
と
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
目
的
設
定
は
、
G
G
一

一
条
の
二
項
の
規
定
の
対
象
、
す
な
わ
ち
法
律
に
よ
る
移
転
の
自
由

の
制
限
列
挙
項
目
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
点
か

ら
み
て
、
K
O
一
〇
一
条
一
項
の
規
定
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

張
が
一
部
で
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
の
見
解
は
、
破
産
裁
判

所
が
犯
罪
防
止
の
た
め
に
滞
留
（
＜
震
巨
Φ
3
窪
）
が
必
要
と
さ
れ

る
場
合
以
外
は
住
所
を
去
る
許
可
を
破
産
者
に
与
え
る
こ
と
が
義
務

　
　
　
（
5
）

づ
け
ら
れ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
K
O
一
〇
一
条
一
項
を
合

憲
と
解
釈
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
許
可
の
留
保
を
制
限
し
、

国
内
に
お
け
る
移
転
の
自
由
を
許
可
の
対
象
か
ら
外
し
、
許
可
対
象

は
外
国
旅
行
な
い
し
は
外
国
へ
の
移
転
ー
そ
れ
は
G
G
一
一
条
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
、
7
）

項
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
ー
が
、
破
産
裁
判
所
の
許
可
に
か

か
ら
し
め
ら
れ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
条
の
制
限
が
G
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G
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
見
方
も
あ
っ
た
。

　
倒
産
法
改
正
委
員
会
は
、
そ
の
第
二
報
告
書
の
中
で
既
に
K
O
一

〇
一
条
一
項
の
条
文
が
G
G
違
反
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
表
明
し

　
（
8
）

て
い
る
。
改
正
委
員
会
は
、
居
住
制
限
を
廃
止
し
、
そ
の
代
わ
り
に

債
務
者
に
、
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
倒
産
裁
判
所
に
、

そ
の
協
力
、
情
報
提
供
を
義
務
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
郵
便
の
制
限
と
同
様
に
原
則
・
例
外
を
逆
転
し
よ
う
と
し
た
の
で

（
9
）

あ
る
。
債
務
者
が
協
力
義
務
・
情
報
提
供
義
務
に
従
わ
な
い
場
合
、

倒
産
裁
判
所
は
債
務
者
を
強
制
的
に
、
引
致
（
＜
9
建
ぼ
讐
）
又
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

勾
引
（
＜
①
旨
亀
富
口
）
で
き
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
提
案
は
ぎ
ω
〇
九
七
条
三
項
一
文
及
び
九
八
条
二
項
に
成
文

化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
【
霧
〇
九
七
条
は
以
下
の
規
定
を
置
い
て

い
る
（
訳
文
は
九
九
条
と
同
じ
く
、
吉
野
貰
木
川
共
訳
に
よ
る
）
。

第
九
七
条
【
債
務
者
の
情
報
提
供
義
務
及
び
協
力
義
務
】

ω
　
債
務
者
は
、
倒
産
裁
判
所
、
倒
産
管
財
人
、
債
権
者
委
員
会

　
及
び
裁
判
所
の
命
令
が
あ
る
と
き
に
は
債
権
者
集
会
に
対
し
て
、

　
手
続
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
情
に
つ
き
情
報
を
提
供
す
る
義
務

　
が
あ
る
。
債
務
者
は
、
犯
罪
行
為
又
は
秩
序
違
反
に
よ
る
訴
追

　
を
行
う
の
に
役
立
つ
事
実
を
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
但
し
、
債
務
者
が
第
一
文
に
よ
る
そ
の
義
務
に
従
っ
て
提

　
供
す
る
情
報
は
、
刑
事
手
続
又
は
秩
序
違
反
に
関
す
る
法
律
に

　
よ
る
手
続
に
お
い
て
、
債
務
者
又
は
刑
事
訴
訟
法
第
五
二
条
一

　
項
所
定
の
債
務
者
の
親
族
に
対
し
て
は
債
務
者
の
同
意
が
あ
る

　
と
き
に
限
り
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑭
　
債
務
者
は
、
管
財
人
が
職
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
、
こ
の

　
管
財
人
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥
　
債
務
者
は
、
情
報
提
供
義
務
及
び
協
力
義
務
を
履
行
す
る
た

　
め
に
、
裁
判
所
の
命
令
に
基
づ
い
て
い
つ
で
も
要
請
に
応
え
る

　
準
備
を
す
る
義
務
が
あ
る
。
債
務
者
は
、
こ
の
義
務
の
履
行
に

　
反
す
る
す
べ
て
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
八
条
【
債
務
者
の
義
務
の
貫
徹
】

qD
　真実に

合
致
す
る
陳
述
を
引
出
す
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
た
と
き
は
、
倒
産
裁
判
所
は
、
債
務
者
が
裁
判
所
の
求
め
る

情
報
を
誠
意
を
も
っ
て
正
確
か
つ
完
全
に
提
供
し
た
旨
を
宣
誓
に

代
え
て
調
書
の
上
で
約
束
〔
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
の
意
ー

石
川
注
〕
す
る
こ
と
を
命
じ
る
。
民
事
訴
訟
法
第
四
七
八
条
か
ら

第
四
八
○
条
、
第
四
八
三
条
の
規
定
は
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

⑭
　
以
下
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
債
務
者
を
強
制
的
に
引
致
し
、

又
は
審
尋
後
に
勾
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
1
．
　
債
務
者
が
情
報
提
供
あ
る
い
は
宣
誓
に
代
わ
る
約
束
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〔
「
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
」
の
意
－
石
川
注
〕
又
は
倒
産
管

　
　
財
人
の
職
務
遂
行
の
際
の
協
力
を
拒
否
す
る
場
合

　
2
．
　
債
務
者
が
情
報
提
供
義
務
及
び
協
力
義
務
を
逃
れ
よ
う

　
　
と
す
る
場
合
、
特
に
逃
亡
の
準
備
を
す
る
場
合

　
3
．
　
情
報
提
供
義
務
及
び
協
力
義
務
の
履
行
に
反
す
る
債
務

　
　
者
の
行
為
を
回
避
す
る
た
め
に
、
特
に
倒
産
財
団
の
保
全
の

　
　
た
め
に
、
こ
れ
が
必
要
で
あ
る
場
合

㈹
　
勾
引
の
命
令
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
第
九
〇
四
条
〔
訳

　
の
原
文
に
「
条
」
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
読
み
易
く
す
る
た

　
め
に
挿
入
し
た
ー
石
川
注
〕
か
ら
第
九
一
〇
条
、
第
九
二
二

　
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
勾
引
の
命
令
の
た
め
の
要
件
が
も
は

　
や
存
し
な
い
と
き
は
、
勾
引
命
令
を
直
ち
に
職
権
に
よ
り
取
消

　
す
も
の
と
す
る
。
勾
引
の
命
令
及
び
勾
引
命
令
の
取
消
を
求
め

　
る
申
立
て
の
命
令
要
件
の
欠
訣
を
理
由
と
す
る
却
下
に
対
し
て

　
は
、
即
時
抗
告
が
認
め
ら
れ
る
。

　
債
務
者
の
準
備
義
務
（
ω
震
巴
房
9
鉱
房
三
一
8
『
辞
α
霧

　
　
　
　
（
1
1
）

ω
9
三
α
器
お
）
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
は
債
務
者
の
不
必
要
な
居

住
制
限
（
＞
象
Φ
艮
げ
巴
房
訂
零
ぼ
9
ざ
昌
鵬
）
を
回
避
し
、
他
方
て

は
債
務
者
が
た
と
え
そ
の
住
所
外
に
い
て
も
必
要
が
あ
れ
ば
情
報
開

示
な
い
し
協
力
義
務
を
履
行
で
き
る
た
め
の
配
慮
（
く
o
笏
o
鑛
o
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
O
R
3
巳
辞
は
『
ω
〇
九
七
条
三
項
一
文
、
九
八
条
二
項
の
新
規

定
は
合
憲
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
そ
の
情
報
提
供
義
務
及
び
協
力
義
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

を
履
行
す
る
た
め
に
裁
判
所
の
命
令
に
応
じ
る
債
務
者
の
義
務
は
、

移
転
の
自
由
に
関
す
る
G
G
一
一
条
一
項
の
保
護
範
囲
の
侵
害
で
は

な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
基
本
権
の
保
護
領
域
に
入
る
私
人

の
行
為
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
国
家
行
為
は
、
直
接
・
間
接
を
問
わ

ず
、
あ
る
い
は
法
的
行
為
・
事
実
行
為
の
い
ず
れ
に
よ
る
か
を
問
わ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ず
、
人
権
侵
害
で
あ
る
。
倒
産
裁
判
所
の
債
務
者
を
利
用
す
る
権
限

は
事
実
上
な
い
し
間
接
的
に
債
務
者
の
場
所
の
移
転
を
困
難
に
す
る

が
、
そ
れ
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
債
務
者
が
協
力
義

務
・
情
報
提
供
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
に
認
め
ら
れ
る
（
冒
ω
〇

九
八
条
二
項
）
倒
産
者
拘
留
（
引
致
）
に
は
、
自
由
剥
奪
と
し
て
人

身
の
自
由
を
保
障
す
る
G
G
二
条
二
項
二
文
お
よ
び
同
］
〇
四
条
の

規
定
（
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
て
人
身
の
自
由
を
制
限
で
き
る
旨
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

規
定
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
個
別
執
行
の
枠
内
で
執
行
の

奏
功
の
た
め
債
務
者
の
拘
留
（
引
致
）
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
場
合
に
比
例
性
も
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
倒
産
に
お
け
る
総
債
権
者

に
対
す
る
関
係
で
も
同
じ
こ
と
に
な
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
我
が
国
の
破
産
法
を
み
る
と
、
一
四
七
条
が
一
般
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的
な
居
住
制
限
を
破
産
者
に
課
し
て
い
る
こ
と
と
、
日
本
国
憲
法
二

二
条
に
よ
る
居
住
移
転
の
自
由
の
保
障
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
一
般
的
に
居
住
制
限
を
課
す
る
こ
と
に
は
、
憲
法
一
二
｝

条
と
の
関
係
で
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
必
要
以
上
に
広
範
囲

な
居
住
制
限
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
居
住
制
限
は
説

明
義
務
な
い
し
情
報
提
供
義
務
の
履
行
確
保
の
関
係
か
ら
認
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
冒
ω
〇
九
七
、
九
八
両
条
の
対
処
の
仕
方
で

十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
引
致
に
関
す
る
一
四
八
条
に
し
て

も
引
致
の
認
め
ら
れ
る
要
件
と
し
て
「
必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
」
と
い

う
極
め
て
抽
象
的
な
要
件
を
掲
げ
る
に
と
ど
め
て
い
る
が
、
引
致
要

件
と
し
て
こ
れ
で
十
分
と
い
え
る
か
は
な
お
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
居
住
制
限
、
引
致
に
関
し
て
は
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室

編
「
倒
産
法
制
に
関
す
る
改
正
検
討
課
題
ー
倒
産
法
制
に
関
す
る

改
正
検
討
事
項
と
そ
の
補
足
説
明
ー
」
別
冊
N
B
L
四
六
号
に
特

段
の
項
目
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

（
1
）
　
ω
＜
震
お
国
N
る
①
9
N
胡
凱
ζ
き
＝
N
＼
O
旨
一
堕
の
○
＞
拝
一
一
曽

菊
α
昌
づ
N
S

（
2
）
O
轟
o
F
刃
且
一
彊
R
這
胡
」
o
。
㎝
■
G
G
二
条
二
項
二
文
お
よ
び

　
一
一
条
参
照
。
冨
窒
目
＼
O
鐸
貫
O
の
＞
拝
目
Ψ
力
α
霞
。
器
。

（
3
）
冨
〇
二
＜
ρ
ω
，
ω
一
。。
H
＝
餌
ぎ
も
’
P
9
ω
。
8
。
。

（
4
）
＞
量
β
P
餌
●
O
こ
ω
、
一
。
9
匹
9
旨
弩
戸
内
9
ざ
串
毒
α

　
く
①
お
一
Φ
一
〇
房
お
o
窪
｝
N
・
＞
亀
一
’
一
〇
〇
〇
ρ
ω
」
合
O
仁
碧
ぎ
幻
忌
一
紹
R

　
一
〇
謡
」
○
。
q
参
照
。

（
5
）
霞
言
魯
菌
琶
一
堕
O
O
“
，
＞
魯
こ
一
8
坪
＞
『
け
一
一
勾
α
量
N
。

　
》
菊
①
N
こ
o
自
鳳
凱
o
窪
《
．

（
6
）
＜
鴨
3
ω
田
8
ω
と
幕
頃
α
①
ω
ゆ
＜
R
お
（
ゆ
く
①
ユ
の
国
9

し。

鴫
ご
参
照
。
こ
の
判
決
は
旅
行
の
自
由
（
＞
島
お
一
ω
巴
邑
箒
巳

　
は
、
G
G
二
条
で
は
な
く
、
第
二
条
一
項
に
よ
る
と
す
る
。
反
対

　する

の
は
、
家
m
ニ
コ
N
＼
∪
偉
『
眞
O
O
＞
旨
◎
一
ザ
菊
α
コ
β
一
9
宍

（
7
）
田
良
ヨ
餌
旨
冒
O
o
辞
牙
巴
α
”
冒
ω
〇
一
＜
①
自
お
。
算
ω
－

国
窪
3
琴
F
お
O
ρ
㈲
ω
一
勾
α
窮
b
9
は
同
説
。

（
8
）
ド
ω
9
0
鐸
α
R
国
o
ヨ
菖
ω
ω
一
〇
コ
凄
『
冒
ω
o
一
く
窪
N
噌
。
9
ρ

　
力
≦
9
お
o
。
9
0っ
」
○。
o
。
参
照
。

（
9
）
［
①
一
房
讐
N
O
●
ω
●
m
。
P
O
、

（
1
0
）
　
い
o
一
富
碧
N
一
。
G
。
●
N
こ
＞
ご
ω
、
合
卑
ω
辞
震
野
ユ
9
け
α
R
囚
o
ヨ
昌
ω
－

ω
一
〇
昌
脇
日
冒
ω
o
一
＜
①
昌
N
お
o
窪
。
カ
≦
oo
、
一
〇〇
㎝
曽
ω
●
置
ω
＝
コ
α
N
≦
Φ
一
什
霞

　
ω
①
鼠
o
耳
餌
●
鋤
b
■
閃
仁
頃
戸
一
㊤
曽
ω
。
一
〇〇
卜

（
1
1
）
　
象
①
O
び
震
ω
o
ぼ
一
津
N
二
吻
一
に
α
①
ω
国
葺
≦
ξ
罐
α
震
ω
二
亭

α
o
ω
お
讐
の
歪
昌
堕
ω
り
U
霊
o
訂
餌
9
0
匿
＼
曽
蕊
。
も
こ
の
立
場
を
と

　
っ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
ω
招
三
区
仁
夷
　
α
①
ω
　
O
o
ω
①
臼
窪
ヨ
ξ
8
ω
　
α
震
　
ω
琶
－

α
①
ω
お
讐
の
歪
轟
鴇
ω
↓
6
霊
良
ω
餌
9
①
誌
＼
N
“
ホ
鴇
oo
』
島
●
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（
1
3
）
　
O
①
号
餌
巳
“
鉾
勲
○
こ
Qo
卜

（
1
4
）
　
田
o
臭
ヨ
窪
コ
＼
国
。
喜
o
睦
U
＜
じO
＝
O
o。
○
。
る
お
｛
廿
霞
R
O
辞
『
＼

ω
〇
三
ぎ
F
O
≡
コ
α
お
。
冥
ρ
ω
雷
讐
ω
話
3
二
押
。
。
。
＞
亀
一
。
曽
一
㊤
露
．
匿

　
目
N
刃
α
P
鴇
合
ω
O
＝
Z
』
≦
ピ
o
o
O
秘
自
♪
睡
窃
は
反
対
と
思
わ

　
れ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
直
接
且
つ
事
実
上
の
侵
害
は
G
G
一

　
一
条
一
項
の
問
題
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1
5
）
　
鼠
轟
霧
＼
霊
R
9
戸
O
O
9
＞
仁
P
糟
＞
旨
」
一
刃
α
目
」
’
参
照
。

（
1
6
）
　
ω
く
震
お
国
①
一
’
誌
9
一
ω
鐸
“
霊
R
o
9
＼
ω
〇
三
ぎ
犀
四
9
鋤
b
■
．
励

　
一
〇
宅
ド
カ
α
霞
。
“
o
o
oo
。

第
四
章
　
結
語

ドイツ倒産法の改正とボン基本法

　
以
上
に
お
い
て
、
私
は
、
破
産
者
に
お
け
る
郵
便
制
限
お
よ
び
居

住
制
限
を
日
本
国
憲
法
の
通
信
の
秘
密
（
二
一
条
三
項
）
お
よ
び
居

住
移
転
の
自
由
（
二
二
条
一
項
）
と
の
関
係
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い

て
ド
イ
ツ
法
と
比
較
し
つ
つ
検
討
し
た
。
わ
が
国
に
お
け
る
新
倒
産

立
法
に
お
い
て
も
配
慮
す
べ
き
点
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
な
お
、
本
稿
で
紹
介
し
な
か
っ
た
が
、
序
説
に
お
い
て
提
起
し
た

第
三
、
第
四
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
日
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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